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第一部 【証券情報】

 

第１ 【募集要項】

 

１ 【新規発行株式】
 

種類 発行数 内容

普通株式 1,750,000株
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当
社における標準となる株式です。
なお、単元株式数は100株となっております。

 

(注) １　当社は、平成27年３月20日開催の当社取締役会決議により、下記「募集又は売出しに関する特別記載事項　

［株式発行プログラムの内容等］(1) 本プログラムの内容」に記載の一連の当社普通株式の第三者割当増資

を行う株式発行プログラム(割当可能当社普通株式総数10,000,000株)(以下「本プログラム」といいます。)

の導入を決定しており、上記の発行数は、本プログラムにおいて予定される割当数量です。

２　振替機関の名称及び住所

名称　株式会社証券保管振替機構

住所　東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号

 

２ 【株式募集の方法及び条件】

(1) 【募集の方法】

 

区分 発行数 発行価額の総額(円) 資本組入額の総額(円)

募集株式のうち株主割当 ― ― ―

募集株式のうちその他の
者に対する割当

1,750,000株 481,250,000 240,625,000

募集株式のうち一般募集 ― ― ―

発起人の引受株式 ― ― ―

計(総発行株式) 1,750,000株 481,250,000 240,625,000
 

(注) １　本株式の募集は第三者割当の方法により、全部をEVO FUND(以下「割当予定先」といいます。)に割り当てま

す。

２　上記の発行価額の総額及び資本組入額の総額は、本有価証券届出書提出時における株価(299円)に基づいた

見込額であり、実際の金額は、本株式の発行条件を決定する取締役会決議又はこれに代わる書面決議(以下

「割当決議」といいます。)において、当該割当決議日の直前営業日における株式会社東京証券取引所にお

ける当社株式の普通取引の終値(気配表示を含む。)に基づいて決定される予定です。

３　発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であり、資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の

額の総額であります。また、増加する資本準備金の総額は240,625,000円を予定しておりますが、実際の金

額は、割当決議において、当該割当決議日の直前営業日における株式会社東京証券取引所における当社株式

の普通取引の終値(気配表示を含む。)に基づいて決定される予定です。

 

EDINET提出書類

アンジェス　ＭＧ株式会社(E05301)

有価証券届出書（参照方式）

 2/22



 

(2) 【募集の条件】

 

発行価格(円) 資本組入額(円) 申込株数単位 申込期間 申込証拠金(円) 払込期日

未定
(注)３

未定
(注)３

100株
平成27年４月23日

(木)
(注)５

―
平成27年４月23日

(木)
(注)５

 

(注) １　第三者割当の方法により行うものとし、一般募集は行いません。

２　当社は、割当予定先との間で、本株式の引受けにかかる第三者割当て契約を締結する予定です。払込期日ま

でに、割当予定先との間で第三者割当て契約を締結しない場合は、本株式の第三者割当増資(以下「本第三

者割当増資」といいます。)は行われないこととなります。

３　発行価格及び資本組入額は、「募集又は売出しに関する特別記載事項　［株式発行プログラムの内容等］

(1) 本プログラムの内容」に記載のとおり割当決議により決定する予定です。発行価格は、割当決議の日

(平成27年４月７日)の直前営業日における株式会社東京証券取引所における当社株式の普通取引の終値(気

配表示を含む。)の92％(小数点以下四捨五入)とする予定です。また、発行価格は、会社法上の払込金額で

す。資本組入額は、会社法上の増加する資本金の額です。

４　申込方法は、第三者割当て契約を締結し、払込期日に後記払込取扱場所へ発行価額の総額を払い込むものと

します。

５　当社と割当予定先との間の合意により、割当決議日及び払込期日を変更する場合があります(また、この場

合には、申込期間も変更されることになります。)。かかる場合には、本有価証券届出書を取り下げたうえ

で新規に有価証券届出書を提出します。

 

(3) 【申込取扱場所】

 

店名 所在地

アンジェスＭＧ株式会社 管理部 東京都港区芝五丁目20番14号三田鈴木ビル５階
 

 

(4) 【払込取扱場所】

 

店名 所在地

株式会社三井住友銀行　新橋支店 東京都港区新橋１丁目10番６号
 

 

３ 【株式の引受け】

該当事項はありません。

 
４ 【新規発行による手取金の使途】

(1) 【新規発行による手取金の額】

 

払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)

481,250,000 5,500,000 475,750,000
 

(注) １　発行諸費用の概算額は、本プログラム全体に要する発行諸費用の概算額の６分の１に相当する金額です。

２　発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税は含まれておりません。

３　本プログラム全体に要する発行諸費用の概算額は33,000,000円であり、その内訳は、候補先の属性調査(約

2,400,000円)、弁護士費用(約12,000,000円)、信託銀行費用(約2,700,000円)、印刷会社費用(約3,600,000

円)、登録免許税(約10,000,000円)、新株式上場費用(約2,300,000円)が含まれております。

４ 上記の払込金額の総額及び差引手取概算額は、本有価証券届出書提出時における株価(299円)に基づいた見込

額であり、実際の金額は、割当決議において、当該割当決議日の直前営業日における株式会社東京証券取引

所における当社株式の普通取引の終値(気配表示を含む。)に基づいて決定される予定です。
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(2) 【手取金の使途】

本プログラムにより調達される手取金の使途につきましては、次のとおりの具体的な使途を予定しております。

また、調達資金を具体的な使途に充当するまでの間は、銀行預金、短期有価証券(元本割れのリスク、信用リスク及

び流動性リスクを出来る限り回避する観点から、コマーシャル・ペーパーを想定しております。)等にて管理するこ

とといたします。

(単位：百万円)

 
平成27年
３月～12月

平成28年 平成29年 平成30年 平成31年 合計

１.アトピー性皮膚炎領域       

①　CMC、非臨床試験、薬事費用
　(注)１

1,003 243 36 26 40 1,348

②　第Ⅲ相臨床試験費用 670 118 67 ― ― 855

アトピー性皮膚炎
開発費用計

1,673 361 103 26 40 2,203

２．椎間板性腰痛症       

①　CMC、非臨床試験、薬事費用
　(注)１

214 100 7 6 11 338

②　第Ⅰ／Ⅱ相臨床試験費用 ― 100 204 110 ― 414

椎間板性腰痛症
開発費用計

214 200 211 116 11 752

３．NF-κBデコイオリゴ
開発費用合計(１＋２)

1,887 561 314 142 51 2,955
 

(注) １　CMC(Chemistry, Manufacturing and Control)とは、原薬及び製剤の、Chemistry(化学)・Manufacturing(製

造)・Control(品質管理)のことをいいます。上記CMC費用には、原薬購入費、治験薬製造費、CMC申請データ

取得用製剤製造費、品質試験費用、スケールアップ検証製剤製造・出荷費用、PV(Process Validation)費用

(Process Validationとは、設定パラメータ内で稼働する工程が、設定規格及び品質特性に適合した中間体

及び原薬を製造するために効果的かつ再現性よく機能できることに関する文書による確証をいいます。)、

検証用製剤製造費用、構造解析費用、物理化学的評価項目の測定費用、強制劣化試験費用、標準物質の調整

費用、規格検討法の検討費用、分析法バリデーション費用及び治験薬安定性試験費用が含まれております。

非臨床試験費用とは、ヒトを対象とした臨床試験の前に行われ、それ以降も継続的に行われる試験のことを

いい、動物を使った試験及び細胞培養等の試験管内試験によって、薬の候補である化合物の有効性と安全性

を調べます。上記非臨床試験には、薬効薬理試験、薬物動態試験、毒性試験が含まれます。

上記薬事費用には、アトピー性皮膚炎領域については日本国内での承認申請にかかる費用が含まれ、椎間板

腰痛症については米国における新薬臨床試験開始届に関するコンサルタント相談費用が含まれております。

(注) ２　上記記載は、本第三者割当増資を含む本プログラム全体で調達される手取金の使途について記載しておりま

す。本プログラムの詳細については、下記「募集又は売出しに関する特別記載事項　［株式発行プログラム

の内容等］」を参照してください。本第三者割当増資を含む本プログラム全体で調達される手取金は、本プ

ログラム全体における払込金額の総額の見込額2,750,000,000円から、本プログラム全体に要する発行諸費

用の概算額33,000,000円を差し引いた金額である2,717,000,000円を見込んでおります。なお、本プログラ

ム全体における払込金額の総額の見込額2,750,000,000円は、第１回割当の発行価額を第２回割当から第６

回割当にも適用した場合の見込額です。実際には、第２回割当から第６回割当の発行価額は、当該割当に係

る割当決議の日の直前営業日における株式会社東京証券取引所における当社株式の普通取引の終値(気配表

示を含む。)に基づいて決定され、当該発行価額の確定によって本プログラムによる調達資金の総額、発行

諸費用の概算額及び差引手取概算額は増加又は減少することがあります。
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(募集の目的及び理由)

当社は、下記「(資金調達の目的)」に記載の資金調達を行うために、様々な資金調達方法を検討いたしました

が、下記「募集又は売出しに関する特別記載事項［株式発行プログラムの内容等］(2) 本プログラムの導入の理

由」に記載されるように、株価に対する一時的な影響を抑制しつつ、比較的短期間で確実に資金調達を実現すると

いう観点から当社として最良の選択と判断し、本第三者割当増資により資金調達を行うものであります。

 
(資金調達の目的)

①　当社の状況

当社は、HGF(Hepatocyte Growth Factor、肝細胞増殖因子)遺伝子治療薬(DNAプラスミド製剤)とNF-κBデコイ

オリゴ核酸を中心に、主に次世代のバイオ医薬品の開発事業を推進する創薬系のバイオベンチャーです。医薬品

の開発には通常、長い開発期間と多額の先行投資が必要となりますが、当社においては、HGF遺伝子治療薬等の主

力開発品が上市に至っておらず、開発への先行投資の段階にあるため赤字の計上が継続しております。そのた

め、現時点においては配当を実施しておりません。しかし、HGF遺伝子治療薬やNF-κBデコイオリゴ核酸を使用し

た医薬品、医療機器等の主要なプロジェクトの開発に成功し、上市に至った際には、販売からえられる収益に

よって業績が改善し、さらに利益が拡大することを見込んでおります。また、当社は、株主への利益還元につい

ては重要な経営課題と認識しており、新薬の販売により利益が計上され分配可能額が生じるようになった場合に

は、当社の経営成績及び財政状態を勘案しながら配当を検討してまいります。

 
②　NF-κBについて

NF-κBデコイオリゴ核酸は、核酸合成機で作成される比較的短い人工核酸により遺伝子の働きを制御する医薬

品「核酸医薬」の一種です。NF-κBは、生体内で免疫・炎症反応を担う遺伝子群のスイッチとして働く「転写因

子」です。遺伝子が発現する際、転写因子と呼ばれる蛋白質がゲノムの特定の配列領域に結合してスイッチが入

りますが、デコイオリゴ核酸は、そのゲノム上の転写因子結合部分と同じ配列を含む短い核酸(DNA)を人工的に合

成したものです。デコイとは元来「おとり」を意味する言葉で、デコイオリゴ核酸は細胞内においてゲノムの

「おとり」として特定の転写因子と結合するため、その転写因子がゲノムに結合できず、結果としてその遺伝子

の発現が抑制されます。このNF-κBデコイオリゴ核酸による治療法は、1995年に大阪大学大学院の森下竜一博士

(現　大阪大学大学院　医学研究科　臨床遺伝子治療学講座　教授)により発明されました。

当社では、転写因子NF-κBに対する特異的な阻害剤「NF-κBデコイオリゴ」を設計し、NF-κBの活性化による

過剰な免疫・炎症反応を原因とする疾患の新しい治療薬として研究開発してきました。NF-κBデコイオリゴは、

アトピー性皮膚炎、血管再狭窄(PTAバルーンカテーテルによる血管内治療後)、椎間板性腰痛症等での開発を進め

ていますが、関節リウマチ、変形性関節症、炎症性腸疾患、喘息等への適応も考えられます。

 
③　NF-κBデコイオリゴの臨床開発の経緯

[アトピー性皮膚炎領域]

(a) これまでの臨床開発の経緯

アトピー性皮膚炎は、厚生労働省が実施した平成25年国民生活基礎調査によると約130万人の国内患者がい

ると報告されています。特に顔面の重症アトピー性皮膚炎に関しては皮膚刺激性や局所副作用等の安全性の

観点から医療ニーズを満たした治療薬がなく、新しい治療法の開発が切望されている疾患領域です。

当社では、これまで、アトピー性皮膚炎領域に関し、平成17年９月から平成18年５月にかけて第Ⅰ相臨床

試験、平成18年10月から平成20年２月にかけて第Ⅱ相臨床試験を行っております。この第Ⅱ相臨床試験の目

的は、顔面に中等症以上の病変を有するアトピー性皮膚炎患者を対象とし、NF-κBデコイオリゴ軟膏を塗布

した時の有効性及び安全性を検討し、至適用量の検討を行うことで、NF-κBデコイオリゴ軟膏の３つの用量

群(低用量群、中用量群、高用量群)とプラセボ群を比較した二重盲検比較試験を行いました。

その結果、主要評価項目である「皮膚症状スコア」において、統計学的な有意差には至らなかったもの

の、NF-κBデコイオリゴ軟膏の中用量群(以下「中用量群」といいます。)は、プラセボ群と比較して改善の

傾向がみられました。また、副次的評価項目である「皮膚症状スコア」(上記主要評価項目より、プロトコー

ルからの重要な違反例を除いた解析)及び「全般改善度」において、中用量群は、プラセボ群との間に統計学

的に有意な差をもって改善がみられました。さらに、安全性については、副作用の発生頻度でプラセボ群と

差はみられず、また問題となるような副作用は認められませんでした。

上記のことから、当社では、中用量群が臨床推奨用量と考えられ、第Ⅲ相臨床試験において検証する価値

があること、また、安全性についても、問題となる事象が認められなかったことから、新たな治療薬の選択
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肢が求められている分野において、本剤の臨床的有用性は高いと考え、製造販売承認申請を行うためのデー

タを取得する目的で第Ⅲ相臨床試験への移行が妥当との結論に達しました。

 
(b) 提携先の決定

当社では、第Ⅱ相臨床試験終了後の平成20年11月に、平成17年７月から提携関係にあったアルフレッサ

ファーマとの提携関係を解消した後、第Ⅲ相臨床試験開始に向けて新たな提携先を模索し交渉を継続してお

りましたところ、平成22年12月に塩野義製薬株式会社(以下「塩野義製薬」といいます。)と共同開発及び全

世界における独占的な販売権許諾に合意いたしました。この契約には、当社で従来から開発してきた軟膏製

剤に加え、NF-κBデコイオリゴの皮膚浸透性を改善する目的の新製剤の開発も含まれておりました。

 
(c) 開発戦略の変遷

当社では、軟膏剤については臨床的有用性が高く、第Ⅲ相臨床試験への移行が妥当であると判断した一

方、適応がアトピー性皮膚炎の顔面病変に限られることから、より広範囲な適応を検討する目的で、皮膚透

過性を向上させたNF-κBデコイオリゴの新製剤の開発も行ってまいりました。当社では開発戦略上、まずは

新しい経皮製剤技術を導入した新製剤の開発を進め、軟膏剤の第Ⅲ相臨床試験の開始は保留しておりまし

た。

平成25年６月から塩野義製薬との共同開発の下で新製剤を用いた第Ⅰ相臨床試験を開始し、安全性に問題

ないことが確認されました。しかし、この試験データを詳細に分析した結果、第Ⅱ相臨床試験に進めるため

の基準には至らず、成功確率の高い製剤技術を検討する必要があるとの結論に至りました。これを受け、当

社はアトピー性皮膚炎を対象としたNF-κBデコイオリゴの開発方針の見直しを行い、また、塩野義製薬との

合意の下で、今後の開発については当社が主体となって行うことを平成26年５月に決定しました。なお、塩

野義製薬との提携は継続しています。

 
(d) 軟膏製剤での第Ⅲ相臨床試験実施の決定

当社では、アトピー性皮膚炎を対象としたNF-κBデコイオリゴの開発戦略を見直した結果、軟膏製剤は、

適応が顔面に限られる一方、開発ステージが進んでいることから早期製品化の可能性があることを考慮し、

国内において第Ⅲ相臨床試験に移行することといたしました。当該第Ⅲ相臨床試験は、平成27年３月13日に

開始いたしました。当該第Ⅲ相臨床試験は、当該治療薬の有効性と安全性を確認し、国内で承認申請するた

めのデータを獲得することを目的としています。顔面に中等症以上の皮疹を有するアトピー性皮膚炎患者約

200例を対象とし、試験期間は最初の被験者の投与開始から最後の被験者の観察期間終了まで約１年強となる

予定です。かかる第Ⅲ相臨床試験の終了後、良好な結果が得られた場合には、国内で中等症以上の顔面のア

トピー性皮膚炎を適応症として承認申請を行う予定です。なお、上市に至った際には、当社は販売提携先か

ら売上高の一定の対価を受領することになり、当社の収益構造を改善する一因となることが期待されます。
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[椎間板性腰痛症領域]

(a) これまでの開発の経緯

椎間板性腰痛症の国内患者数は、潜在的に非常に多いとされていますが、その数については全国規模調査

が待たれるところです。ただし、椎間板障害の患者は潜在的に200万人以上がいると推定され、このうち実際

に医療機関で受療している受療患者数は43万人(厚生労働省 平成23年患者調査による)との報告があり、その

数は増加傾向にあります。

椎間板変性等が原因の腰痛症に対する治療法としては、消炎鎮痛剤等を用いる対症療法しかなく、椎間板

変性の進行抑制や修復を促す根治的な治療薬の開発が望まれている疾患領域です。

当社では、椎間板性腰痛症領域に関し、非臨床試験により、椎間板細胞を用いた実験においてNF-κBデコ

イオリゴがこれらの病態因子の産生を抑制することを確かめ、さらに椎間板変性症モデル動物においての有

効性を確認しておりました。

 
(b) 提携先の決定

当社は、平成25年３月に日本臓器製薬株式会社(以下「日本臓器製薬」といいます。)と椎間板性腰痛症を

含む腰痛疾患を適応症とした日本における独占的な開発販売権許諾契約を締結いたしました。

 
(c) 開発戦略の変更

当該独占的開発販売権許諾契約の締結後は日本臓器製薬において、当該治療薬の前臨床試験の実施が進め

られましたが、平成26年12月に、日本臓器製薬における開発方針の見直しを受け、当社及び日本臓器製薬は

当該独占的開発販売権許諾契約を解消することに合意いたしました。また、当社ではNF-κBデコイオリゴを

用いた椎間板性腰痛症を含む腰痛疾患を適応症とした治療薬の開発戦略を改定することといたしました。

 
(d) 米国における第Ⅰ／Ⅱ相臨床試験の実施の決定

当社は、米国では、椎間板性腰痛症の患者数が多く大きな市場規模が期待され、かつ本薬の治療に必要な

手技に精通した医師が多いことや、標準的な治療方針に本薬のような椎間板変性を抑制する薬剤が一致する

ことから、本薬の開発上のメリットが大きいと考え、米国における第Ⅰ／Ⅱ相臨床試験を進めることといた

しました。米食品医薬品局(FDA)から臨床試験開始許可を取得後、平成28年に第Ⅰ／Ⅱ相臨床試験を開始する

予定です。また、当社は当該第Ⅰ／Ⅱ相臨床試験の終了後に、提携先を確保するためのライセンス活動を行

うことを計画しております。提携先との間で、本薬の開発販売権等の権利を許諾する契約の締結に至った際

には、当社は契約一時金、開発の進捗に伴うマイルストーン収入、さらに上市に至った場合にはロイヤリ

ティを受領することになります。

 
(手取金の具体的な使途)

本第三者割当増資を含む本プログラムに基づく資金調達の目的は、上記の(ⅰ)NF-κBデコイオリゴのアトピー性

皮膚炎を対象疾患とした日本国内における第Ⅲ相臨床試験、並びに(ⅱ)NF-κBデコイオリゴの椎間板性腰痛症を対

象疾患とした米国における第Ⅰ／Ⅱ相臨床試験の実施及びその準備費用に必要と見込まれる費用を調達することに

あります。

本第三者割当増資を含め本プログラムに基づき調達した資金については、上記表中の各期間に生じる各費用につ

き、支弁時期の早いものから充当していく予定です。上記表中の各期間に生じる費用につき、本プログラムによる

資金調達では賄うことができない場合には、アトピー性皮膚炎及び椎間板性腰痛症を対象としたNF-κBデコイオリ

ゴの開発を前進させるために、新規提携先確保による契約一時金の調達及び株式市場やマーケット状況を勘案しそ

の他エクイティ・ファイナンスによる資金調達等の施策を講ずることにより随時その調達を検討してまいります。

他方、本第三者割当増資を含め本プログラムにより調達した資金が上記表中の各期間に生じる費用の額を上回る場

合には、当該余剰資金については、HGF遺伝子治療薬の重症虚血肢を対象疾患とした国際共同第Ⅲ相臨床試験を実施

するために必要と見込まれる費用及び国際共同第Ⅲ相臨床試験を実施する期間の当社の運転資金の一部(研究開発関

連費用及び本社機能運営費用等)に充当いたします。この点、当社は、平成26年９月から平成31年５月までに、かか

る費用として11,890百万円が必要になると見込んでおりますが、かかる費用に充当するために、平成26年７月にラ

イツ・オファリング(ノンコミットメント型／上場型新株予約権の無償割当)(以下「平成26年７月新株予約権無償割

当」といいます。)により差引手取金額約5,945百万円の資金調達、及びそれ以前の平成25年５月に行使価額修正条

項付新株予約権の第三者割当(以下「平成25年５月行使価額修正条項付新株予約権第三者割当」といいます。)によ

り発行した新株予約権の発行価額の払込み及びその一部行使により差引手取額約1,989百万円の資金調達を実施して
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おります(平成26年７月新株予約権無償割当時点での残額は1,735百万円)が、依然として、約4,210百万円が不足す

ると見込まれます。

なお、当社は、平成26年３月に当社普通株式の第三者割当増資(以下「平成26年３月当社普通株式第三者割当増

資」といいます。)を行い、差引手取額約490百万円の資金調達を行っております。平成26年３月当社普通株式第三

者割当増資は当社がこれまでムコ多糖症VI型治療薬「ナグラザイム®」の開発及び販売を通じて蓄積してきた、難病

及び希少疾患を対象としたオーファンドラッグ(希少疾患用医薬品)を自社で開発・販売する基盤を活用し、海外で

既に開発・販売されているオーファンドラッグを国内に導入するための費用の一部を調達することを目的とするも

のであります。また、当社は、平成25年５月行使価額修正条項付新株予約権第三者割当及び平成26年７月新株予約

権無償割当を行い、差引手取金額約1,989百万円及び約5,945百万円の資金調達をそれぞれ行っております。平成25

年５月行使価額修正条項付新株予約権第三者割当及び平成26年７月新株予約権無償割当は、上記のとおり、HGF遺伝

子治療薬の重症虚血肢を対象疾患とした国際共同第Ⅲ相臨床試験を実施するために必要と見込まれる費用及び国際

共同第Ⅲ相臨床試験を実施する期間の当社の運転資金の一部(研究開発関連費用及び本社機能運営費用等)を調達す

ることを目的とするものであります。いずれも本プログラムに基づく資金調達の目的とは異なります。
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【募集又は売出しに関する特別記載事項】

［株式発行プログラムの内容等］

(1) 本プログラムの内容

本プログラムは、割当予定先との間で株式発行プログラム設定契約を締結することにより、当社が、平成27年

３月20日から平成27年７月31日までの約４ヶ月の期間、総計10,000,000株を上限として、割当予定先に対する第

三者割当により当社普通株式を発行することを可能とするものです。

 
本プログラムのもとで、割当予定先は、本プログラムに基づき当社普通株式の割当がなされた場合、これを引

き受ける意向を有している旨を表明しております。もっとも、第２回割当以降の各回の割当が実行されるかどう

かは、当該割当に関して割当制限事由(以下の表の直後の段落で定義されます。)が存在するかどうかにより左右

されます。すなわち、当該割当に関して割当制限事由が存在する場合は、当社は、当該割当に係る割当決議を行

わず、その時点で当該割当に係る有価証券届出書を取り下げます。

 
本プログラムにおける割当可能な当社普通株式の総数は最大で10,000,000株となっており、第１回割当から第

６回割当までの合計６回の割当により発行されます。各回の割当に係る割当決議日、払込期日及び割当数量は、

本プログラム導入に係る平成27年３月20日開催の当社取締役会決議により、以下の表に記載のとおり定められて

おり、第２回割当以降の各回の割当については、以下の表に記載される各回の割当に係る割当決議日における割

当決議によって、当該割当の発行条件が確定し、当該割当に係る有価証券届出書による届出の効力発生後に、当

社と割当予定先との間で当該割当に係る第三者割当て契約が締結されます。

　

 割当決議日 払込期日 割当数量

第１回割当 平成27年３月20日 平成27年４月６日 1,250,000株　

第２回割当 平成27年４月７日 平成27年４月23日 1,750,000株　

第３回割当 平成27年４月24日 平成27年５月11日 1,750,000株　

第４回割当 平成27年５月12日 平成27年５月28日 1,750,000株　

第５回割当 平成27年５月29日 平成27年６月15日 1,750,000株　

第６回割当 平成27年６月16日 平成27年７月２日 1,750,000株　
 

 

ただし、第２回割当以降の各回の割当については、当該割当に係る割当決議日において、直近の監査済財務諸

表の期末日以降に当社及びその企業集団の財政状態、経営成績等に重大な悪影響をもたらす開示されていない事

態が発生した場合、本プログラムに基づく当社普通株式の発行に重大な影響を与える可能性のある当社又はその

子会社を当事者とする訴訟等の手続きが進行している場合、金融商品取引法第166条第２項所定の重要事実等の公

表されていない事実又は事態であって、それらが公表された場合には当社の株価に重大な影響を及ぼすおそれの

ある事実又は事態が存在する場合等の一定の場合(以下「割当制限事由」といいます。)には、当社は、当該割当

に係る割当決議を行わず、その時点で当該割当に係る有価証券届出書を取り下げます。

また、当社の選択により、第２回割当以降の各回の割当については、当該割当に係る割当決議日(同日を含まな

い。)の３取引日前の日までに割当予定先に対して通知を行うことにより、当該割当を行わないことができます。

かかる場合には、当社は、その時点で当該割当に係る有価証券届出書を取り下げます。

さらに、第２回割当以降の各回の割当については、当社と割当予定先との間の合意により、割当決議日及び払

込期日を変更する場合があります。かかる変更を行う場合には、当該割当についての有価証券届出書を取り下げ

たうえで新規に有価証券届出書を提出します。ただし、かかる変更後の割当決議日は、平成27年７月31日より後

の日となることはありません。なお、本プログラムに基づき６回を超える回数の割当がなされることはなく、ま

た、各回の割当における割当数量が変更されることもありません。

 

(2) 本プログラム導入の理由

当社が、本プログラムによる資金調達方法を選択した理由は、以下のとおりです。
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今回の資金調達は、NF-κBデコイオリゴの開発を推進することを目的とするものです。当社にとって、NF-κB

デコイオリゴの開発は、HGF遺伝子治療薬の開発に比肩する重要なプロジェクトであります。当社は、NF-κBデコ

イオリゴの開発は、当社の企業価値及び株式価値の向上に繋がるものと考えております。

当社は、平成26年10月頃から今回の資金調達の検討を開始いたしました。資金調達方法の選択肢としては、ま

ず、金融機関からの借入れが考えうるところです。しかしながら、金融機関からの借入による資金調達を行う

と、負債が増加し金利の定期的な支払いが必要となるため、当社の財務の健全性を害することになり、また、当

社の現在の財務状況等では融資を引き受けてもらえる金融機関を見つけることは困難でした。そのため、当社

は、金融機関からの借入を資金調達の選択肢とすることはできませんでした。

そこで、財務の健全性を維持しながら、資金調達を実現し、もってNF-κBデコイオリゴの開発を推進していく

ためには、当社としては、資本市場からの資金調達、つまり、エクイティ・ファイナンスによる資金調達を考え

ざるをえませんでした。

エクイティ・ファイナンスによる資金調達としては、本プログラムによる当社普通株式の第三者割当以外に

も、当社普通株式の公募増資、転換社債型新株予約権付社債の発行、株価に連動して転換価額が修正される転換

社債型新株予約権付社債(いわゆる「MSCB」)の発行、及び新株予約権の発行が選択肢としてはありえるところで

す。

しかしながら、まず、転換社債型新株予約権付社債については、株価の下落時にはその行使が進まず、期待し

ていた資金調達が実現できず、また、行使が進まなければ、負債であるため、金利の定期的な支払いが必要とな

るため、当社としては、かかる金利の支払いが必要となり、当社の財務の健全性を害し、また、最終的には元本

の弁済が必要となりますが、現在の当社の財務状況に照らすと予定された満期までに元本の弁済を行うことは困

難です。また、実際にも証券会社や投資家候補者から転換社債型新株予約権付社債の発行の提案を受けることは

ありませんでした。そのため、当社としては、転換社債型新株予約権付社債の発行は現実的な資金調達の選択肢

とはなりえませんでした。

次に、MSCBは、それに付された新株予約権の行使により交付される株数が転換価額に応じて決定されるという

性質を有しているため、転換が実際に行われるまで交付される株式総数が確定しないため、希薄化の割合が大き

く変化し、株価に対する直接的な影響が大きいという、既存株主に大きな影響を与えるというデメリットがあり

ます。いくつかの投資家候補者からMSCBの発行の提案を受けましたが、このようなデメリットがあるため、当社

としては、MSCBの発行は資金調達の選択肢から外しました。

他方、新株予約権による資金調達については、新株予約権の行使により発行される株式数は当初から一定で変

化しないため、上記のMSCBのデメリットを回避することはできます。そのため、当社は、過去において、かかる

デメリットが回避できる点を重視し、新株予約権の発行を行いました。しかしながら、新株予約権による資金調

達においては、発行者サイドで投資家による行使を強制することはできず、資金調達の完了までにある程度の期

間を要し、さらに、株価の下落時にはその行使が進まず、期待していた資金調達が実現できないというデメリッ

トがあります。当社は、近時において、平成25年５月行使価額修正条項付新株予約権第三者割当及び平成25年10

月に行使価額修正条項付新株予約権の第三者割当(以下「平成25年10月行使価額修正条項付新株予約権第三者割

当」といいます。)による新株予約権の発行を行っておりますが、いずれも想定する資金調達は実現できませんで

した(具体的には、平成25年５月行使価額修正条項付新株予約権第三者割当では、想定資金調達額は約5,083百万

円でしたが、実際の資金調達額は約1,989百万円にとどまり、平成25年10月行使価額修正条項付新株予約権第三者

割当では、想定資金調達額は約4,128百万円でありましたが、実際には資金調達は一切できませんでした。)。上

記のとおり、この度の資金調達は、当社にとって、重要なプロジェクトであるNF-κBデコイオリゴの開発を推進

することを目的としたものであり、当社としては、是非ともできるだけ確実にかつ短期間で当該開発に必要な資

金を調達したいという意向を強く有しておりました。いくつかの証券会社や投資家候補者からは新株予約権の発

行の提案を受けたものの、新株予約権については、上記の資金調達の不確実性というデメリットがあるため、当

社としては、新株予約権の発行を資金調達の選択肢から外しました。

上記のとおり、当社にとって、NF-κBデコイオリゴの開発は、当社の企業価値及び株式価値の向上に繋がる重

要なプロジェクトであり、これをできる限り確実に推進するためには、短期で資金調達を確実に実現することが

非常に重要な要素となります。短期での資金調達の確実性に重点を置いた結果、当社としては、当社普通株式の

発行による資金調達方法をこの度の資金調達の中心的方策として検討してまいりました。この点、短期での資金

調達の確実性を重視すると、１回の株式発行で必要とされる額の資金調達を実現することができる公募増資を行

うことも考えられるところです。しかしながら、公募増資は、株式の希薄化が一時に生じるというデメリットに

加えて、現時点での当社の業績動向や財務状況等に照らした場合には、当社普通株式の引受けを行ってくれる証

券会社を見つけることは困難と考えられ、実際にもかかる提案を証券会社からは受けておりません。
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このような中で、割当予定先から本プログラムに基づく当社普通株式の第三者割当による資金調達の提案を受

けました。なお、当社は、割当予定先以外の証券会社あるいは投資家候補者からは、当社普通株式の発行による

資金調達の具体的な提案は受けておりません。

本プログラムの内容については、割当予定先と当社との間の真摯な協議を通じて決定されました。具体的に

は、10,000,000株の当社普通株式の割当可能株数枠は、希薄化の規模や既存株主への影響度を勘案しながら、当

社の現在の株価水準を前提とした場合に、上記「４　新規発行による手取金の使途(２)手取金の使途」に記載し

た、(ⅰ)NF-κBデコイオリゴのアトピー性皮膚炎を対象疾患とした日本国内における第Ⅲ相臨床試験、並びに

(ⅱ)NF-κBデコイオリゴの椎間板性腰痛症を対象疾患とした米国における第Ⅰ/Ⅱ相臨床試験の実施及びその準備

費用に必要と見込まれる費用の額である2,955百万円を調達することを可能とするために適切な株式数として、当

社の要望に基づき設定されました。また、短期的な資金調達の確実性という観点からは、この度の資金調達につ

いては、できる限り短い期間でかつ少ない回数の当社普通株式の発行で想定資金調達額の調達を実現できること

が、当社にとっては望ましいといえます。他方、下記「第３　第三者割当の場合の特記事項　１　割当予定先の

状況　e.株券等の保有方針」に記載のとおり、割当予定先は、本プログラムを通じて発行される当社普通株式の

保有方針については短期保有目的であり、割当予定先は取得した当社普通株式を市場等で売却することを前提と

しているとのことです。そのため、割当予定先としては、１回の割当で保有することになる当社普通株式の数

は、当社の株価にできる限り影響を与えず、無理なく市場等を通じて売却することができる数量であることが必

要であるとのことでした。そこで、割当予定先と当社とは、その協議を通じて、現在の当社普通株式の流動性等

を勘案し、比較的短期間の約４ヶ月という期間で資金調達を完了させる代わりに、割当予定先の要望を反映して

６回に分割して割当を行うことを決定いたしました。また、本プログラムによる資金調達よりも好条件での資金

調達手法が確保できる場合には、当該資金調達手法を採用できるようにするための当社の自由度を確保する観点

から、第２回割当以降の各回の割当については、当該割当に係る割当決議日(同日を含まない。)の３取引日前の

日までに割当予定先に対して通知を行うことにより、当該割当を行わないことができるという仕組みを定めてお

ります。
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(3) 本プログラムの概要

① 対象株式 当社普通株式

② 対象株式数 最大10,000,000株

③ 対象期間 平成27年３月20日から平成27年７月31日まで

④ 発行価額 各割当に係る割当決議時における時価の92％(小数点以下四捨五入)

⑤ 割当数量 第１回割当：1,250,000株

第２回割当から第６回割当まで：各1,750,000株

⑥ 割当予定先 EVO FUND

 

※　各割当に係る割当決議時における時価とは、当該割当に係る割当決議日の直前営業日の株式会社東京証券

取引所における当社普通株式の普通取引の終値(気配表示を含む。)をいいます。

※　各割当に係る割当決議日において割当制限事由が存在する場合には、当社は当該割当に係る割当決議を行

うことはできません。また、当社が、各割当に係る割当決議日(同日を含まない。)の３取引日前の日まで

に割当予定先に当該割当を行わないことを通知した場合には、当社は当該割当に係る割当決議を行いませ

ん。
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第２ 【売出要項】

 

該当事項はありません。

 
第３ 【第三者割当の場合の特記事項】

 

１ 【割当予定先の状況】

ａ．割当予定先の概要

名称 EVO FUND

本店の所在地
c/o GlobeOp Financial Services (Cayman) Limited
45 Market Street, Suite 3205, 2nd Floor Gardenia Court
Camana Bay, Grand Cayman KY1-9003 Cayman Islands

国内の主たる事務所の責任
者の氏名及び連絡先

該当事項はありません。

代表者の役職及び氏名
代表取締役　マイケル・ラーチ
代表取締役　リチャード・チザム

資本金 １米ドル

事業の内容 ファンド運用金融商品取引業

主たる出資者及びその出資
比率

EVO Feeder Fund　100％
 

(注)　割当予定先の概要の欄は、平成27年３月20日現在におけるものです。

 

ｂ．提出者と割当予定先との間の関係

出資関係

当社が保有している割当予定先の株式の数 該当事項はありません。

割当予定先が保有している当社の株式数 該当事項はありません。

人事関係 該当事項はありません。

資金関係 該当事項はありません。

技術又は取引関係 該当事項はありません。
 

(注)　提出者と割当予定先の関係の欄は、平成27年３月20日現在におけるものです。

　

ｃ．割当予定先の選定理由

当社としては様々な資金調達先を検討してまいりましたが、当社と割当予定先とのあっせんを行うEVOLUTION

JAPAN証券株式会社（東京都千代田区紀尾井町４番１号　代表取締役　ダニエル・シャイアマン）より提案を受けた

本プログラムによる資金調達方法が、株価に対する一時的な影響を抑制しつつ、比較的短期間で確実に資金調達を

達成したいという当社のファイナンスニーズに最も合致していると判断しました。なお、当社と割当予定先との

あっせんを行うEVOLUTION JAPAN証券株式会社から本プログラムの提案を受けた経緯としましては、当社が、平成26

年８月に、日本国内におけるアトピー性皮膚炎を対象としたNF-κBデコイオリゴの開発戦略を見直し、その後、軟

膏製剤による第Ⅲ相臨床試験について試験計画を策定していた平成26年10月頃、当社開示情報、新聞等の報道、ア

ナリストレポート等の公開情報により当社に資金需要があることを知ったEVOLUTION JAPAN証券株式会社の担当者が

当社を訪問してまいりました。その際に、当社からNF-κBデコイオリゴのアトピー性皮膚炎領域を含む当社の開発

パイプラインについて説明をいたしました。さらに、平成26年12月に、当社が米国ロス・アンジェルスで行ったIR

ロードショーの出席者とEVOLUTION JAPAN証券株式会社の関係会社であるEVO FUNDの関係者が懇意にしていたことか

ら、EVO FUNDが当社の開発パイプラインを知ることとなりました。なかでも、EVO FUNDは、臨床ステージが進んで

いるNF-κBデコイオリゴのアトピー性皮膚炎領域と平成26年12月に米国での開発に戦略を改定したNF-κBデコイオ

リゴの椎間板性腰痛症領域について関心を持ち、EVOLUTION JAPAN証券株式会社を通じて、かかる関心を当社に対し

て示しました。そのうえで、EVOLUTION JAPAN証券株式会社から、両方のプロジェクトの開発資金を賄うことが可能

な本プログラムの紹介を受けました。
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割当予定先は、ジェネラルパートナーであるEVO Investment Advisors Ltd. (2425 Olympic Blvd. Suite 120E,

Santa Monica, CA 90404 USA　代表取締役　マイケル・ラーチ)とEVO Capital Management Asia Ltd.(Suites 511-

512, One Int'l Finance Centre, 1 Harbour View Street, Central, Hong Kong　代表取締役　アンドリュー・フ

リード)から案件の紹介や投資に係る情報提供を受け運用されるファンド(ケイマン諸島法に基づく免税有限責任会

社)であり、EVO Feeder Fund(c/o GlobeOp Financial Services (Cayman) Limited, 45 Market Street, Suite

3205, 2nd Floor Gardenia Court, Camana Bay, Grand Cayman KY1-9003 Cayman Islands 代表取締役　マイケル・

ラーチ、リチャード・チザム)以外の出資者はおらず、運用資金は取引先であるプライム・ブローカーからの短期的

な借入れを除き、全額自己資金であります。割当予定先はアジア株を中心に運用を行うファンドでありますが、日

本株の投資への投資実績といたしましては、平成19年６月に株式会社ヒューネット(現・株式会社RISE、

JASDAQ8836)の新株予約権への投資を行ったほか、平成26年11月に株式会社ジオネクスト(JASDAQ3777)の新株予約権

への投資を、平成26年12月に株式会社アルデプロ(東証二部8925)の新株予約権付社債及び新株予約権への投資をそ

れぞれ行っており、その他運用目的で多数の日本株への投資を行っております。なお、EVO Feeder Fundは資本金

10,001,000米ドルの投資ファンドで主たる出資者は２名の英国人であります。

割当予定先の関連会社であるEVOLUTION JAPAN証券株式会社が、関連企業の買受けのあっせん業の一環として今回

の資金調達のアレンジャー業務を担当しました。EVOLUTION JAPAN証券株式会社はケイマン諸島に所在するタイ

ガー・ホールディングス・リミテッド社(190 Elgin Ave, George Town, Grand Cayman KY1-9005, Cayman

Islands　代表取締役　マイケル・ラーチ、リチャード・チザム)の100％子会社であり、同社はガーンジーに所在す

るタイガー・トラスト(c/o Rothschild Trust Guernsey Limited, St. Julian’s Court, St. Julian’s Avenue,

St. Peter Port, Guernsey GY1 6AX　信託なので代表取締役は存在せず)の100％子会社であります。割当予定先の

ジェネラルパートナーであるEVO Investment Advisors Ltd.は割当予定先の経営株式(マネージメント・シェア)

1,000株を通じて議決権を全て保有すると同時にケイマン諸島に所在するタイガー・トラスト社(190 Elgin Ave.,

George Town, Grand Cayman KY1-9005 Cayman Islands 代表取締役　ベン・ベンソン)の100％子会社であります。

 
ｄ．割当てようとする株式の数

EVO FUND　1,750,000株

 
ｅ．株券等の保有方針

割当予定先は、市場動向に応じて適宜本株式を売却していく予定であるとのことです。なお、当社は、割当予定

先から、割当予定先が発行日より２年以内に本株式の全部若しくは一部を譲渡した場合には、直ちにその内容を当

社に書面で報告する旨、当社が当該報告内容を株式会社東京証券取引所に報告する旨及び当該報告内容が公衆縦覧

に供されることに同意する旨の確約書を取得する予定です。

なお、本株式の発行に伴い、割当予定先は当社株主より当社普通株式について借株を行い、ヘッジ目的で売付け

を行う場合があります。ただし、各回の割当に関連するヘッジ目的の売付けは、関連する割当決議が公表されてか

ら行われることになり、割当予定先がかかる借株を用いて各割当の発行価額に影響を与える売付けを行うことはあ

りません。

割当予定先は、各回の割当により発行される当社普通株式の数量の範囲内でヘッジ目的で行う売付け以外の本件

に関わる空売りを目的として、当社普通株式の借株は行いません。当社が割当予定先との間で締結する株式発行プ

ログラム設定契約においては、割当予定先が各回の割当により発行される当社普通株式の数量の範囲内でヘッジ目

的で行う売付け(当該割当に係る割当決議の内容が公表されてからに限る。)以外の本件に関わる空売りを目的とし

て当社普通株式の借株を行わない旨を定めます。

 
ｆ．払込みに要する資金等の状況

当社は割当予定先から、割当予定先が資金を預託しているプライム・ブローカー各社による預り資産残高証明、

割当予定先のファンド管理業務会社による割当予定先資産の貸借対照表、割当予定先の監査法人であるErnst &

Young(Level 33, Ernst & Young Centre, World Square, 680 George Street, Sydney, NSW 2000 代表取締役 Tony

Johnson)による平成25年12月31日時点の監査済み財務諸表を入手し、これらから、割当予定先が払込みに要する資

金残高を確保していることを確認しております。

 
ｇ．割当予定先の実態
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当社は、割当予定先から、割当予定先、その役員及び主たる出資者が反社会的勢力との関係がない旨の確認書を

受領しております。割当予定先の主たる出資者につきましてはEVO Feeder Fundからも確認書を受領いたしました。

また、当社においても独自に専門の調査機関である株式会社ＪＰリサーチ＆コンサルティング(東京都港区虎ノ門三

丁目７番12号)に調査を依頼し、割当予定先が反社会的勢力等に該当しないことを確認しており、割当予定先、その

役員及び主たる出資者が反社会的勢力との関係がないことを示す確認書を株式会社東京証券取引所に提出していま

す。

 
２ 【株券等の譲渡制限】

該当事項はありません。

 

３ 【発行条件に関する事項】

(1) 払込金額の算定根拠及びその具体的内容

本株式の発行価額(払込金額)につきましては、当社株式の株価動向、株式市場動向、本第三者割当増資で発行さ

れる株式数等を勘案し、本第三者割当増資に関する割当決議日の直前営業日(平成27年４月６日)の株式会社東京証

券取引所における当社株式の普通取引の終値(気配表示を含む。)の92％(小数点以下四捨五入)に決定される予定で

す。

上記の発行価額の決定方法については、当社は割当予定先との間で、当社の業績動向や財務状況等を検討し、当

社株式の流動性や近時の株価及びそれらの形成過程の分析等をも勘案しながら、真摯に協議交渉いたしました。そ

の結果、当社といたしましては、直近の株価が現時点における当社の客観的企業価値を適正に反映しているもの

の、当社の業績動向、財務状況及び株価動向等を前提とすると、割当予定先が本第三者割当増資で保有することと

なる当社株式の数量を前提に負担することになるリスクに一定程度の配慮をせざるをえず、また、アトピー性皮膚

炎及び椎間板性腰痛症を対象とするNF-κBデコイオリゴの開発を推進することは事業戦略上不可欠であるという資

金調達の必要性、及び現時点において当社普通株式の第三者割当による資金調達方法を提案しているのが割当予定

先のみであることを念頭におくと、協議交渉の中で示された割当予定先からのディスカウントの要望を一定程度受

け入れざるをえないものと判断し、上記の発行価額の決定方法といたしました。なお、かかる発行価額の算定は日

本証券業協会の「第三者割当増資の取扱いに関する指針」にも準拠しております。以上により、当社は、上記発行

価額の決定方法は割当予定先に特に有利でないと判断いたしました。

本件に関し、当社監査役全員も、上記算定根拠による発行価額の決定においては、当社株式の価値を表す客観的

な指標である市場価格を基準にしており、また、本第三者割当増資の実施の必要性とともに、当社の業績動向や財

務状況、現在の株式市場の状況及び当社の株価の推移状況、本第三者割当増資により発行される株式数等を考慮す

ると、上記ディスカウントは適正であると判断され、さらに、日本証券業協会の指針も勘案されていることから、

上記発行価額の決定方法は割当予定先に特に有利でないと判断しております。

なお、上記に加え、本株式の発行価額が割当予定先に特に有利でないかどうかについて、あらためて本株式に係

る割当決議の際に判断いたします。

 
(2) 発行数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した理由

上記「募集又は売出しに関する特別記載事項［株式発行プログラムの内容等］(1) 本プログラムの内容」に記載

のとおり、本プログラムに基づき新たに発行される当社普通株式の数は最大10,000,000株(議決権数100,000個)であ

り、平成26年12月31日現在の当社発行済株式総数53,544,361株及び議決権数535,407個に対して18.68％(議決権

18.68％)の希薄化が生じます。

しかしながら、本プログラムによる資金調達により取得した資金を、上記「第１　募集要項　４　新規発行によ

る手取金の使途(2) 手取金の使途」に記載の使途に充当することで、アトピー性皮膚炎及び椎間板性腰痛症を対象

とするNF-κBデコイオリゴの開発を推進し、その結果、当社の企業価値及び株式価値の向上に繋がるものと考えて

おり、本プログラムにおける一連の第三者割当増資による希薄化の規模は合理的であると判断しました。

また、当社の株式の出来高については、平成27年３月19日時点での１ヶ月の出来高は合計5,916千株、１日あたり

平均295千株であるものの、３ヶ月の出来高は合計50,046千株、１日あたり平均862千株であり、また、６ヶ月の出

来高は合計117,861千株、１日あたり平均990千株で推移してきております。そのため、当社の株式の近時の流動性

に照らした場合、上記発行数量は、市場で十分に消化可能であると考えております。

なお、本第三者割当増資により新たに発行される本株式の数は1,750,000株(議決権数17,500個)であり、平成26年

12月31日現在の当社発行済株式総数53,544,361株及び議決権数535,407個に対して3.27％(議決権3.27％)の希薄化が

生じます。
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４ 【大規模な第三者割当に関する事項】　

該当事項はありません。
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５ 【第三者割当後の大株主の状況】

上記「募集又は売出しに関する特別記載事項　［株式発行プログラムの内容等］（１）本プログラムの内容」に記

載のとおり、本プログラムに基づき新たに発行される当社普通株式の数は最大10,000,000株（議決権数100,000個）で

す。これらが全て同時に発行されたと仮定した場合の第三者割当後の大株主の状況は以下のとおりです。ただし、上

記「募集又は売出しに関する特別記載事項　［株式発行プログラムの内容等］（１）本プログラムの内容」に記載の

とおり、本プログラムにおいて、当社普通株式は、第１回割当から第６回割当に分けて発行されるものであるため、

これらが全て同時に発行されることはありませんし、また、第２回割当以降の各回の割当に関して、当該割当に係る

割当制限事由が存在する場合、又は当社が割当予定先に当該割当を行わないことを通知した場合には、当該割当につ

いては当社普通株式が発行されないことになるため、本プログラムによる当社普通株式の第三者割当後の大株主の状

況は以下の記載と異なることがあります。

氏名又は名称 住所
所有株式数

(株)

総議決権数に
対する所有議
決権数の割合

(％)

割当後の
所有株式数

(株)

割当後の総議
決権数に対す
る所有議決権
数の割合(％)

EVO FUND

c/o GlobeOp Financial
Services (Cayman) Limited
45 Market Street, Suite
3205, 2nd Floor Gardenia
Court Camana Bay, Grand
Cayman KY1-9003 Cayman
Islands

― ― 10,000,000 15.74％

株式会社ＳＢＩ証券 東京都港区六本木１-６-１ 2,089,300 3.90％ 2,089,300 3.29％

塩野義製薬株式会社
大阪府大阪市中央区道修町３-
１-８

1,186,800 2.22％ 1,186,800 1.87％

フォレストフィールド１
号投資事業有限責任組合

東京都港区三田１-６-３ 1,136,300 2.12％ 1,136,300 1.79％

日本証券金融株式会社
東京都中央区日本橋茅場町１-
２-10

862,500 1.61％ 862,500 1.36％

松井証券株式会社 東京都千代田区麹町１-４ 788,900 1.47％ 788,900 1.24％

森下　竜一 大阪府吹田市 691,600 1.29％ 691,600 1.09％

ＢＮＹ　ＧＣＭ　ＣＬＩ
ＥＮＴ 　ＡＣＣＯＵＮ
Ｔ　ＪＰＲＤ　ＡＣ　Ｉ
ＳＧ　(ＦＥ－ＡＣ)

ＰＥＴＥＲＢＯＲＯＵＧＨ 　
ＣＯＵＲＴ 　１３３ 　ＦＬＥ
ＥＴ 　ＳＴＲＥＥＴ 　ＬＯＮ
ＤＯＮ 　ＥＣ４Ａ 　２ＢＢ 　
ＵＮＩＴＥＤ 　ＫＩＮＧＤＯ
Ｍ

526,000 0.98％ 526,000 0.83％

ＢＮＹＭ　ＳＡ／ＮＶ　
ＦＯＲ 　ＢＮＹ 　ＧＣ
Ｍ　ＣＬＩＥＮＴ　ＡＣ
ＣＯＵＮＴ　Ｅ　ＬＳＣ
Ｂ

ＯＮＥ 　ＣＨＵＲＣＨＩＬ
Ｌ 　ＰＬＡＣＥ 　ＬＯＮＤＯ
Ｎ 　Ｅ１４ 　５ＨＰ 　ＵＮＩ
ＴＥＤ　ＫＩＮＧＤＯＭ

487,900 0.91％ 487,900 0.77％

楽天証券株式会社 東京都品川区東品川４-12-３ 437,200 0.82％ 437,200 0.69％

計  8,206,500 15.33％ 18,206,500 28.65％
 

(注) １　上記の割合は、小数点以下第３位を四捨五入して算出しております。

２　所有株式数及び割当後の所有株式数は、割当予定先の割当後の所有株式数を除いて、平成26年12月31日時点

の株主名簿上の株式数です。

３　割当予定先の割当後の所有株式数は、本プログラムにより発行される新株式の株式数を全て保有するものと

仮定して算定した数となります。割当予定先は、本プログラムにより発行される株式の保有方針として、長

期間保有する意思を表明しておりません。

４　総議決権数に対する所有議決権数の割合は、平成26年12月31日時点の発行済株式総数53,544,361株に係る議

決権数(535,407個)を基準に算定しています。

５　割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合は、平成26年12月31日時点の発行済株式総数53,544,361株

に係る議決権数(535,407個)に、本プログラムにより発行される当社普通株式10,000,000株に係る議決権数

(100,000個)を加えて算出した数値を基準に算定しています。

 

なお、本第三者割当増資及び本プログラムに基づき本第三者割当増資より前に行われる割当に係る第三者割当増資

により発行される予定の当社普通株式の数は3,000,000株(議決権数30,000個)であり、これらがすべて同時に発行され

たと仮定した場合の第三者割当後の大株主の状況は以下のとおりです。ただし、上記「募集又は売出しに関する特別

記載事項　［株式発行プログラムの内容等］(１)本プログラムの内容」に記載のとおり、本プログラムにおいて、当
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該当社普通株式が全て同時に発行されることはありませんし、また、第２回割当以降の各回の割当に関して割当制限

事由が存在する場合、又は当社が割当予定先に当該割当を行わないことを通知した場合には、当該割当については当

社普通株式が発行されないことになるため、本第三者割当増資後の大株主の状況は以下の記載と異なることがありま

す。

氏名又は名称 住所
所有株式数

(株)

総議決権数に
対する所有議
決権数の割合

（％）

割当後の
所有株式数
（株）

割当後の総議
決権数に対す
る所有議決権
数の割合
（％）

EVO FUND

c/o GlobeOp Financial
Services (Cayman) Limited
45 Market Street, Suite
3205, 2nd Floor Gardenia
Court Camana Bay, Grand
Cayman KY1-9003 Cayman
Islands

－ － 3,000,000 5.31%

株式会社ＳＢＩ証券 東京都港区六本木１-６-１ 2,089,300 3.90% 2,089,300 3.70%

塩野義製薬株式会社
大阪府大阪市中央区道修町３-
１-８

1,186,800 2.22% 1,186,800 2.10%

フォレストフィールド１
号投資事業有限責任組合

東京都港区三田１-６-３ 1,136,300 2.12% 1,136,300 2.01%

日本証券金融株式会社
東京都中央区日本橋茅場町１-
２-１０

862,500 1.61% 862,500 1.53%

松井証券株式会社 東京都千代田区麹町１-４ 788,900 1.47% 788,900 1.40%

森下　竜一 大阪府吹田市 691,600 1.29% 691,600 1.22%

ＢＮＹ　ＧＣＭ　ＣＬＩ
ＥＮＴ 　ＡＣＣＯＵＮ
Ｔ　ＪＰＲＤ　ＡＣ　Ｉ
ＳＧ　（ＦＥ－ＡＣ）

ＰＥＴＥＲＢＯＲＯＵＧＨ　
ＣＯＵＲＴ　１３３　ＦＬＥ
ＥＴ　ＳＴＲＥＥＴ　ＬＯＮ
ＤＯＮ　ＥＣ４Ａ　２ＢＢ　
ＵＮＩＴＥＤ　ＫＩＮＧＤＯ
Ｍ

526,000 0.98% 526,000 0.93%

ＢＮＹＭ　ＳＡ／ＮＶ　
ＦＯＲ 　ＢＮＹ 　ＧＣ
Ｍ　ＣＬＩＥＮＴ　ＡＣ
ＣＯＵＮＴ　Ｅ　ＬＳＣ
Ｂ

ＯＮＥ　ＣＨＵＲＣＨＩＬ
Ｌ　ＰＬＡＣＥ　ＬＯＮＤＯ
Ｎ　Ｅ１４　５ＨＰ　ＵＮＩ
ＴＥＤ　ＫＩＮＧＤＯＭ

487,900 0.91% 487,900 0.86%

楽天証券株式会社
東京都品川区東品川４-１２-
３

437,200 0.82% 437,200 0.77%

計  8,206,500 15.33% 11,206,500 19.82%
 

(注) １　上記の割合は、小数点以下第３位を四捨五入して算出しております。

２　所有株式数及び割当後の所有株式数は、割当予定先の割当後の所有株式数を除いて、平成26年12月31日時点

の株主名簿上の株式数です。

３　割当予定先の割当後の所有株式数は、本第三者割当増資及び本プログラムに基づき本第三者割当増資より前

に行われる割当に係る第三者割当増資により発行される予定の新株式の株式数を全て保有するものと仮定し

て算定した数となります。割当予定先は、本プログラムにより発行される株式の保有方針として、長期間保

有する意思を表明しておりません。

４　総議決権数に対する所有議決権数の割合は、平成26年12月31日時点の発行済株式総数53,544,361株に係る議

決権数(535,407個)を基準に算定しています。

５　割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合は、平成26年12月31日時点の発行済株式総数53,544,361株

に係る議決権数(535,407個)に、本第三者割当増資及び本プログラムに基づき本第三者割当増資より前に行

われる割当に係る第三者割当増資により発行される予定の当社普通株式3,000,000株に係る議決権数(30,000

個)を加えて算出した数値を基準に算定しています。
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６ 【大規模な第三者割当の必要性】

該当事項はありません。

 

７ 【株式併合等の予定の有無及び内容】

該当事項はありません。

 

８ 【その他参考になる事項】

該当事項はありません。

 

第４ 【その他の記載事項】

 
該当事項はありません。
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第二部 【公開買付けに関する情報】

 

第１ 【公開買付けの概要】

 

該当事項はありません。

 
第２ 【統合財務情報】

 

該当事項はありません。

 
第３ 【発行者(その関連者)と対象者との重要な契約】

 

該当事項はありません。
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第三部 【参照情報】

 

第１ 【参照書類】

 

会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第５条第１項第２号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照

してください。

 

１ 【有価証券報告書及びその添付書類】

事業年度　第15期(自平成25年１月１日　至平成25年12月31日)平成26年３月31日　関東財務局長に提出

 

２ 【四半期報告書又は半期報告書】

事業年度　第16期第１四半期(自平成26年１月１日　至平成26年３月31日)平成26年５月13日　関東財務局長に提出

 

３ 【四半期報告書又は半期報告書】

事業年度　第16期第２四半期(自平成26年４月１日　至平成26年６月30日)平成26年８月12日　関東財務局長に提出

 
４ 【四半期報告書又は半期報告書】

事業年度　第16期第３四半期(自平成26年７月１日　至平成26年９月30日)平成26年11月10日　関東財務局長に提出

 
５ 【臨時報告書】

１の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日(平成27年３月20日)までに、金融商品取引法第24条の５第４

項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づく臨時報告書を、平成26年３月31日

に関東財務局長に提出

 

第２ 【参照書類の補完情報】

　

上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び四半期報告書(以下「有価証券報告書等」という。)に記載された

「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以後、本有価証券届出書提出日(平成27年３月20日)まで

の間において生じた変更その他の事由はありません。

また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は本有価証券届出書提出日(平

成27年３月20日)現在においてもその判断に変更はなく、また新たに記載すべき将来に関する事項もありません。

 

第３ 【参照書類を縦覧に供している場所】

 

アンジェス ＭＧ株式会社　本店

(大阪府茨木市彩都あさぎ七丁目７番15号彩都バイオインキュベータ４階)

 
アンジェス ＭＧ株式会社　東京支社

(東京都港区芝五丁目20番14号三田鈴木ビル５階)

 
株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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第四部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。

 

第五部 【特別情報】

 

第１ 【保証会社及び連動子会社の最近の財務諸表又は財務書類】

 

該当事項はありません。
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